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ＪＲ東海労新幹線地本

地本成田委員長に対するボーナスカットの撤回を求めた本人訴訟第３

回口頭弁論が本日行われました。

会社側は提出した準備書面（２）の陳述で主張を終えたとしましたが、

裁判長は「立証責任は会社側にあると考える」とし、主張を促しました。

これには、会社側弁護士も想定外の展開と驚いた様子でありましたが「裁

判所の指摘を踏まえて立証する予定」としました。

今後原告成田委員長は準備書面（２）に対する反論を展開し、次回第４

回口頭弁論に臨みます。

次回は１２月１６日（水）１１時から行わ

れます。関西の仲間たちの闘いと連動し、不

当なボーナスカットを許さないために本人訴

訟を支えていきましょう！


